令和８年度「マロニエ県庁コンサート」ネーミングライツパートナー募集要項

１　目的
県では、本県における文化芸術の振興を図るため、「マロニエ県庁コンサート」を支援していただくネーミングライツパートナー（以下「パートナー企業」という。）を募集します。

２　ネーミングライツの対象
　　　「マロニエ県庁コンサート」事業の名称

３　「マロニエ県庁コンサート」事業概要
「マロニエ県庁コンサート」は、音楽を通じて、県庁舎を県民に身近で、より親しみの持てる場とするため、平成20年５月から始まりました。現在は、年間７回程度開催し、文化芸術鑑賞及び文化芸術活動の発表の場として定着し、多くの県民の皆様に親しまれています。
詳細は、別紙「マロニエ県庁コンサート事業概要」を御覧ください。

４　募集対象
原則として、栃木県内に本店又は、支店等がある企業で、次の要件を満たすものとします。
(１)　都道府県税の滞納がない企業であること。
(２)　栃木県広告掲載基準第４条の各号に定める業種又は事業を営む企業でないこと。


栃木県広告掲載基準（抜粋）
（規制業種又は事業者）
第４条　次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。
（１）　 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）で、風俗営業と規定される業種
（２）　 風俗営業類似の業種
（３）　 消費者金融
（４）　 たばこ
（５）　 ギャンブルに係るもの（当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第４条第１項に基づく当せん金付証票及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成10年法律第63号）第８条に基づくスポーツ振興投票券に係るものを除く。）
（６）　 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者
（７）　 各種法令に違反しているもの
（８）　 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
（９）　 県税に滞納があるもの
（10）　 栃木県の入札参加資格において指名停止措置を受けているもの又は指名停止に該  当する行為を行ったもの
（11）　 その他前各号以外で、社会問題を起こしている業種や事業者



５　募集概要
(１)　ネーミングライツの範囲
「マロニエ県庁コンサート」の事業名に、企業名又は商品名（ブランド名）を付けることができます。
例：「○○○マロニエ県庁コンサート」
「○○○ presents マロニエ県庁コンサート」
※今回の募集は、マロニエ県庁コンサートの命名権の売却に関するものです。
マロニエ県庁コンサートの出演者については、公募により、県が選定します。
(２)　応募条件
①　契約期間及び名称（愛称）使用期間
令和８（2026）年４月１日から令和９（2027）年３月31日まで
· 令和９（2027）～令和12（2030）年度においても本コンサート事業が継続される場合には、今回選定されたパートナー企業を優先交渉権者として、更新の協議を行います。
②　最低募集価格
30万円（消費税及び地方消費税を含む。）
③　名称（愛称）の提案
提案いただいた名称（愛称）をもとに協議の上、決定します。
なお、栃木県広告掲載要綱第３条及び栃木県広告掲載基準第５条に定められている内容の名称は、除きます。


栃木県広告掲載要綱（抜粋）
（広告の範囲）
第３条　次の各号のいずれかに該当する場合には、広告を掲載しないものとする。
（１） 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
（２） 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
（３） 政治又は宗教に関するもの又はそのおそれのあるもの
（４） 社会問題についての主義主張
（５） 誇大表示、不当表示など表現方法が不適切であると認められるもの又はそのおそれのあるもの
（６） 美観風致を害するおそれのあるもの
（７） 個人の名刺広告
（８） その他広告媒体に開催する広告として知事が不適当と認めるもの
２　 前項に定めるもののほか、広告媒体への掲載基準は別に定める。








栃木県広告掲載基準（抜粋）
（掲載基準）
第５条　次の各号に定めるものは掲載しない。
（１） 次のいずれかに該当するもの
ア　 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
イ　 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービ　スを提供するもの
ウ　 他をひぼう、中傷又は排斥するもの
エ　 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
オ　 政治団体による政治活動を目的とするもの
カ　 宗教団体による布教推進を目的とするもの
キ　 非科学的又は迷信に類するもので、県民に不安を与えるおそれのあるもの
ク　 社会的に不適切なもの
ケ　 特定の主義主張を含むもの（意見広告を含む。）
コ　 県が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのある表現のもの
サ　 その他広告媒体に掲載することが妥当でないと認められる内容を含むもの


(３)　パートナー特典（ネーミングライツ料に含まれる権利）
①　コンサート実施時にパートナー企業の広告等（チラシ・パンフレット類）を客席に配布することができます。
②　コンサート開催時に名称（愛称）立看板（１箇所）を設置することができます。
なお、配布又は設置できる広告等の内容は、栃木県広告掲載要綱第３条及び栃木県広告掲載基準第５条に定められているものを除きます。
(４)　上記以外のパートナー特典
上記（３）に記載したほか、御意見・御提案等がある場合には、申込書の提出に合わせて提案してください。内容について、パートナー企業選定後に当該企業と県が協議し、決定します。
なお、庁舎管理上の理由等から、御提案の内容によっては御希望に添えない場合があります。
(５)　費用負担等
①　上記（３）②における立看板は、パートナー企業の負担で用意するものとします。また、設置場所や大きさ、設置方法等について県と協議し、決定するものとします。
②　上記（４）の御提案によるパートナー特典についても、費用負担を伴う場合は、原則として、ネーミングライツ料とは別に、パートナー企業に御負担いただきます。
(６)　収入の活用方法
「栃木県文化振興基金」に全額繰り入れ、県内文化団体の活動等の助成に活用します。

６　申込方法
(１）　申込期間
令和７（2025）10月15日（水）～11月14日（金）【必着】
（持参又は郵送により下記の書類を提出してください。）
※ 持参の場合には、上記期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時まで受付します。
※ 郵送の場合には、期間内必着とします。
(２)　提出書類
①　「マロニエ県庁コンサート」ネーミングライツ(命名権)申込書（様式１）
②　会社概要
③　直近の決算報告書
④　直近１年分の納税証明書（栃木県内県税事務所発行分）
※栃木県の全税目の納税証明書
⑤　申立書（様式２）
(３）　提出部数
正本１部、副本（複写可）２部を提出してください。また、印刷物として製本されている資料については、６部提出してください。
なお、提出された書類は一切返却いたしません。

７　選定方法
「マロニエ県庁コンサート」ネーミングライツ選定委員会において、名称（愛称）案、応募金額等の提案内容を勘案して選定します。

８　選定結果の通知及び公表
選定後、全ての応募企業に選定結果を文書で通知します。また、選定結果については報道機関に資料提供するとともに、県ホームページで公表します。
応募の内容及び選定結果等については、栃木県情報公開条例（平成11年栃木県条例第32号）に基づき取り扱います。

９　契約の締結方法
県は、パートナー企業との協議を経て、契約を締結します。

10　その他
この募集要項に記載のない事項については、栃木県広告掲載要綱及び栃木県広告掲載基準に従って取り扱います。

11　問い合わせ、申込書の提出先
栃木県生活文化スポーツ部文化振興課 文化芸術担当
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１－１－20
TEL 028-623-2153　FAX 028-623-3426
E-mail　bunkashinko@pref.tochigi.lg.jp
